
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 
  

 

   

 

日 曜 行 事 予 定 部活 放ま 保 健 安 全 PTA・その他 

1 火      

2 水      

3 木      

4 金      

5 土      

6 日      

7 月      

8 火      

9 水      

10 木 令和７年度着任式 １学期始業式 入学式     

11 金 ４時間授業 完全下校     

12 土      

13 日      

14 月 ４時間授業 完全下校   身体計測【６年】  

15 火 ４時間授業 給食開始 完全下校 学校安全日   身体計測【５年】  

16 水 第１回町別児童集会・集団下校   身体計測【４年】  

17 木 全国学力・学習状況調査【６年】   身体計測【２年】  

18 金    身体計測【１年】  

19 土      

20 日      

21 月 交通安全教室【１年】   身体計測【３年】  

22 火    身体計測【つくし】  

23 水 授業参観・学級懇談会 修学旅行説明会【６年】     

24 木    視力検査【６年】  

25 金 ５時間授業   視力検査【５年】  

26 土      

27 日      

28 月    視力検査【４年】  

29 火 昭和の日     

30 水 家庭訪問 ４時間授業 完全下校   視力検査【３年】  

４月３０日（水）～５月８日（木）家庭訪問 ４時間授業 完全下校

５月 ７日（水）科学センター学習【６年】 

９日（金）さすてな見学【４年】 

１２日（月）前期認証集会 人権集会 委員会 

１３日（火）自転車安全教室【４年】 

  １５日（木）自転車安全教室予備日【４年】 

        学校安全日（PTAあいさつ運動） 

  １９日（月）１年生をむかえる会 

  ２０日（火）遠足【つくし・１年・２年】 

  ２３日（金）社会見学【３年】 

  ２７日（火）～２８日（水）修学旅行【６年】 

             

 

 

 

西野だより４月号 
京 都 市 立 西 野 小 学 校 

校 長  山 田  雅 彦 

TEL 075(501)5700 

FAX 075(501)5371 

令和７年４月１０日発行 

行事予定は変更となる場合があ

ります。最新情報は、学級だよ

りやホームページなどでご確認

ください。 

 令和７年度がスタートしました。子どもたちは期待に胸を躍らせ、希望をもって始業式を迎えたことと思いま

す。お子様のご入学、ご進級を心よりお慶び申し上げます。 

 今年度は４１名の新入生を迎えました。それぞれが新たな気持ちで迎える新学期ですが，目標を設定し、その

目標を達成するために主体的に取り組むことで、「やればできる」とたくさん感じることのできる一年間になれ

ばと思います。 

 その達成のために、今年度の「学校教育目標」および「目指す子ども像」を上記のようにしました。すべての

教育活動を通して、学力の基礎・基本、人としての基礎・基本の確実な定着に向けて、家庭・地域・学校が一体

となって取り組んでいきたいと願っています。今年度もご協力をどうぞよろしくお願いいたします。 

春季休業（３月２５日～４月９日） 

提出物について 

 下記の提出物については、４月１４日（月）までにお願いいたします。 

２年生以上→児童環境調査票（家庭環境調査票）の訂正・保健調査票・四肢の状態の検査・ 

感染症の予防接種既往歴調査票・結核定期健康診断問診票・家庭訪問のお知らせ・個人情報の取扱い同意書（３年生以上） 

１年生→家庭訪問のお知らせ 結核定期健康診断問診票 四肢の状態の検査問診票 心臓健診調査票・検診カード 

欠席などの連絡は連絡アプリ 

「すぐーる」をご利用ください。

（8:20 まで） 

「すぐーる」運用開始 

１年生…５月１日予定 

２年生以上…４月１５日予定 

「すぐーる」運用開始までは連絡帳

や電話でお願いいたします。 

西野小学校教育目標 
自ら学ぶ力と 豊かな人間性をもち 

社会にはばたく西野の子 

目指す子ども像 

◎自分の考えをもち、実現する子 

◎友だちのよさを見つけ、大切にする子 

◎自分の役割を果たし、より良い学校（学級） 

 をつくろうとする子 

◎健康・安全に気をつける子 

「就学援助」及び「総合育成支援教育就学奨励費」制度のお知らせ 

京都市では、お子さんが市立小・中学校へ就学するにあたり、経済的な理由によりお困りの保護者に対し、学

用品費や給食費などを援助する就学援助制度を設けています。 

※令和７年度より、多子加算ができる子の年齢が１８歳未満から２２歳未満に上がります。 

昨年度、不認定となった方も加算の要件に該当すれば認定できる場合がありますので、該当する方は学校にお

申し出ください。 

※新１年生で入学前に申込みをされた方は、再度申し込む必要はありません。 

※様々なご事情により家計が急変する等、経済的な理由でお困りの場合は、収入状況の悪化がわかるものをご提

出いただくこと等により認定できる場合がある臨時措置を設けています。まずは、学校にご相談ください。 

また、育成学級に在籍しているお子さんのご家庭や、普通学級に在籍し、総合支援学校に通う程度の障害があ

るお子さんのご家庭に対し、学用品費等の一部を補助する総合育成支援教育就学奨励費制度も設けています。 

申込みの手続きやご相談・ご質問がある方は学校までお申し出ください。 

 


